
など1何がr正当な理由Jかは人によって考え方が異なっており-このよう

な概念をもって期間の定めの効力を左右するのは混乱を招くと考えられるo

またl労働者に対t,て有期労働契約とする理由が明示されれば1その理由

から,労働者がどのような場合に雇止めをされるかや-雇止めが労働者の正

当な権利を行使したことによるものかどうかを判断することができるよう

になるた軌有期労働契約とするべき理由の明示を必要とすべきとの指摘が

あるoしかし,雇止めの有無やその有効性の予測可能性の向上を目的とする

のであれば1下記2く2Iで述べるとおり.現在ト有期労働契約の締臥更新

及び雇止めに関する基準J-く平成15年厚生労働省告示第357朝に定められ

ている更薪の痢断基準等の明示によることで足りると考えられるo

有期契約労働者と正社員との均等待遇について臥上記第1の2く31で述
べたとおり.労働契約に由いては,雇用形態に関わらずlその就業の実態に

応じた均等待遇が図られるべきことを明らかにすることが適当であるb

2 有期労働契約に関する手続

く1I契約期間の書面による明示

労働契約の期間七関する革項は,労働基準法第15条により使用者が労働

p契約の締結に際し書面で明示しなければならないこととされてV.1るoここでし

使用者が契約期間を書面で明示しなかったときの労働契約の法的性質につ
いて臥これを期間の定めのない契約であると卑なすことが適当であるD

これにつVてはl労働者が有期労働契約であること.を認識しても1た場合で

串っても,.期間の定めを書面で明示しなければ期聞の定めのない契約とみな
されるのは行き過ぎではないかとの持掃があり得るoしかしl労働契約にお

いて契約期聞は非常に重要な要素であり-労働基準法において書面明示が義

務化されている事項でもあるのでl期間の定めが書面で明示されていなけれ

ばその効力が生じないとしても特没重大な問題はなvlと考えられるo

また1期間の定めについて労使で合意.Lたにもかかわらず,使用者がこれ

を書面で明示し忘れたことを奇貨として労働者が期間の定めがないことを

主張するのは不当ではなし1かとの指摘も.あり得るoしかし,期間の定めのな

い契約とされたとしても,例えば業務の都合により期間を定める必要性があ
ったのであれば,業務の必要性がなくなった時点において解雇の有効性が認

められる可能性はあり,またl解雇が認められない場合に臥配置転換など

使用者の負埴が合理的な範囲での解決が図られ得るので,こ.れについても甲

題はないと考えられるo
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